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規

則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
十
二
号

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
中
「
（
別
記
第
五
号
様
式
）
」
を
削
る
。

第
九
条
中
「
別
表
第
一
の
一
の
表
三
の
項
第
一
号
イ
」
を
「
別
表
第
一
の
二
の
項
第
六
号
イ
及
び
別

表
第
二
の
九
の
項
第
七
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
（
別
記
第

六
号
様
式
）
」
を
削
り
、
「
第
七
号
ま
で
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号

ま
で
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
及
び
第
二
十
五
号
か
ら
第
三
十
三
号
」
を
「
第
九
号
ま
で
、

第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
及
び
第
二
十
号
か
ら
第
三
十
一

号
」
に
、
「
営
業
所
」
を
「
施
設
」
に
、
「
及
び
第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

施
設
の
構
造
及
び
設
備
の
配
置
を
示
す
図
面

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
水
道
水
」
を
「
水
道
事
業
等
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
（
別
記
第
六
号
様
式
）
」
を
削
る
。

第
十
一
条
の
二
の
見
出
し
中
「
許
可
営
業
者
」
を
「
許
可
営
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十

三
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
許
可
営
業
者
地
位
承
継
届
（
別
記
第
七
号
様

式
）
」
を
「
地
位
承
継
届
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
地
位
承
継
届
に
施
行
規
則
第
六
十
八
条
第
二
項
、
第
六
十
九
条
第
二
項
又
は
第
七

十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
て
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
保
健
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
二
を
第
十
一
条
の
三
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
営
業
の
届
出
）

第
十
一
条
の
二

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
営
業
届
に
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
健
所
の

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ

い
て
は
、
同
項
の
届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
届
出
営
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
営
業
を
譲
り
受

け
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
営
業
者
が
提
出
し
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き

は
、
そ
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

施
設
の
付
近
の
見
取
図

二

施
設
の
構
造
及
び
設
備
の
配
置
を
示
す
図
面

三

製
造
の
方
法
に
関
す
る
書
面

四

水
道
事
業
等
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
以
外
の
水
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
使
用
水

の
水
質
検
査
成
績
書
の
写
し

第
十
二
条
第
一
項
中
「
別
記
第
八
号
様
式
）
」
を
「
別
記
第
五
号
様
式
）
」
に
、
「
自
動
販
売
機
に

一
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よ
る
固
定
営
業
」
を
「
政
令
第
三
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
営
業
」
に
、
「
別
記
第
八
号
様
式
の
二
」

を
「
別
記
第
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
営
業
所
」
を
「
施
設
」
に
、
「
自
動
販
売
機
に

よ
る
固
定
営
業
」
を
「
政
令
第
三
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
営
業
」
に
、
「
自
動
販
売
機
の
」
を
「
施

設
の
」
に
、
「
は
り
付
け
る
」
を
「
貼
り
付
け
る
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条

削
除

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
営
業
許
可
」
を
「
営
業
許
可
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
当
該
営
業
許
可
に

係
る
申
請
事
項
を
変
更
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
」
及
び
「
（
別
記
第
十
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

届
出
営
業
者
は
、
施
行
規
則
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
営
業

届
出
事
項
変
更
届
を
当
該
届
出
営
業
者
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
健
所
の
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
が
製
造
の
方
法
の
変
更
に
係
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
第
十
一
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
別
記
第
十
号
様
式
の
二
」
を
「
別
記
第
七
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
許
可
営
業
等
の
廃
止
の
届
出
）

第
十
五
条

許
可
営
業
者
は
、
施
行
規
則
第
七
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
事
情
が
生
じ
た
と
き
は
、
許

可
営
業
廃
止
届
に
食
品
衛
生
許
可
証
等
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

届
出
営
業
者
は
、
施
行
規
則
第
七
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
事
情
が
生
じ
た
と
き
は
、
届
出
営
業

廃
止
届
を
当
該
届
出
営
業
者
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
健
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
食
品
等
の
回
収
の
届
出
）

第
十
六
条

法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
主
回
収
届
を
当

該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
健
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
を
削
る
。

第
十
九
条
中
「
営
業
所
」
を
「
施
設
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条

を
加
え
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
）

第
十
八
条

こ
の
規
則
の
規
定
（
第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。
）
に

よ
る
書
類
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
以
下
「
書
類
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類

等
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
）
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
電
磁
的
方
法
（
提
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
そ
の
他
）

第
十
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に

定
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
七
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「営

業
所

」
を
「施

設

」
に
改
め
、
「（

細
目
）

」
を
削
り
、
「第

52条
第
⚑

項

」
を
「第

55条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
五
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
二
中
「営

業
所

」
を
「施

設

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
六
号
様
式
と
す

る
。別

記
第
九
号
様
式
及
び
別
記
第
十
号
様
式
を
削
り
、
別
記
第
十
号
様
式
の
二
を
別
記
第
七
号
様
式
と

す
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
三
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
百
七
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
代
理
納
付
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
代
理
納
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Ｓ
Ｂ
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
九
番
二
号

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

株
式
会
社
や
ま
ぎ
ん
カ
ー
ド

下
関
市
細
江
町
二
丁
目
二
番
一
号

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン
ク

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
四
番
一
二
号

二

指
定
代
理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入

二
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つ
な
が
る
。
や
ま
ぐ
ち
応
援
寄
附
金
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）

三

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

山
口
県
告
示
第
百
八
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
歳
入
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

委
託
に
係
る
取
扱
歳
入
金
の
種
類

つ
な
が
る
。
や
ま
ぐ
ち
応
援
寄
附
金
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）

二

委
託
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
さ
と
ふ
る

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
二
番
一
号

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン
ク

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
四
番
一
二
号

三

委
託
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

山
口
県
告
示
第
百
八
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
西
方
字
波
戸
ノ
上
一
一
一
八
三
の
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

山
口
県
告
示
第
百
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
田
字
友
谷
九
三
一
、
九
三
一
の
一
、
九
三
二
、
九
三
三
、
字
三
百
一
〇
六

九
六
の
一
、
一
〇
六
九
六
の
一
八
、
一
〇
六
九
六
の
一
九
、
一
〇
六
九
六
の
二
二
、
字
水
穴
一
〇
六

九
九
の
一
、
一
〇
六
九
九
の
二
、
一
〇
六
九
九
の
四
か
ら
一
〇
六
九
九
の
一
〇
ま
で
、
一
一
三
八
九

の
二
、
字
ᷤ
籠
石
ケ
迫
一
〇
七
〇
七
の
一
、
字
牛
落
一
〇
七
三
六
の
一
か
ら
一
〇
七
三
六
の
五
ま

で
、
一
〇
七
四
九
の
二
、
一
〇
七
四
九
の
七
、
字
仏
坂
一
〇
七
五
〇
の
一
、
一
〇
七
五
〇
の
二
、
一

〇
七
五
〇
の
四
、
一
〇
七
五
〇
の
五
、
字
石
ケ
迫
一
〇
七
七
一
の
九
、
一
〇
七
七
一
の
二
五
、
一
〇

七
七
一
の
二
七
、
一
〇
七
七
一
の
三
三
、
一
一
三
八
八
、
字
南
方
一
〇
八
四
五
の
一
、
一
〇
八
四
五

の
三
、
字
稗
畑
一
八
三
五
、
一
八
三
六
、
一
一
五
五
三
、
字
神
外
一
〇
八
七
五
の
二
、
一
〇
八
七
五

の
八
、
一
〇
八
七
五
の
一
〇
、
一
〇
八
七
五
の
一
一
、
字
Ṥ
ノ
口
一
〇
九
三
二
の
一
、
字
大
松
一
〇

九
三
五
の
一
、
字
引
明
一
〇
九
三
六
の
一
、
一
〇
九
三
八
、
字
白
戸
一
〇
九
三
七
の
一
、
一
〇
九
三

七
の
二
、
一
〇
九
三
七
の
四
、
一
〇
九
三
七
の
九
、
一
〇
九
三
七
の
一
一
、
一
〇
九
三
七
の
一
三
、

一
〇
九
三
七
の
一
五
、
字
志
田
尾
一
〇
九
三
七
の
六
、
一
〇
九
三
七
の
七
、
字
大
松
北
平
一
〇
九
五

四
の
二
か
ら
一
〇
九
五
四
の
四
ま
で
、
一
〇
九
五
四
の
六
、
字
南
迫
一
〇
九
五
四
の
八
、
一
〇
九
五

四
の
九
、
字
火
ノ
平
一
〇
九
五
五
、
字
神
宮
一
〇
九
五
五
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
阿
武
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
阿
武

二
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町
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
百
八
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
南
花
岡
二
丁
目
一
八
四
五
の
一
四
及
び
一
八
四
六
の
一

三

四
・
五

三
九
・
三
令
和
三
、
四
、
二
二

公

告

（
一
四
二
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
関
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
垢
田
町
四
丁
目
、
一
の
宮
町
三
丁
目
、
武
久
町
一
丁
目
、
松
屋
上
町
一
丁
目
、
松
屋
本
町

四
丁
目
、
大
字
綾
羅
木
、
豊
浦
町
大
字
川
棚
、
豊
田
町
大
字
殿
敷
、
豊
北
町
大
字
阿
川
、
豊
北
町
大

字
粟
野
、
豊
北
町
大
字
神
田
上
、
豊
北
町
大
字
滝
部
及
び
豊
北
町
大
字
田
耕

三

作
業
の
期
間

令
和
二
年
七
月
九
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

公
安
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

運
転
免
許
証
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

二
十
二
万
三
千
二
百

枚

運
転
経
歴
証
明
書
用
カ
ー
ド
ベ
ー
ス

五
千
百
枚

運
転
免
許
証
作
成
用
イ
ン
ク
リ
ボ
ン

百
十
四
箱

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
三
番
一
七
号

六

契
約
金
額

運
転
免
許
証
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

九
百
枚
当
た
り
三
十
一
万
七
千
七
百
九

十
円

運
転
経
歴
証
明
書
用
カ
ー
ド
ベ
ー
ス

三
百
枚
当
た
り
十
万
五
千
六
百
円

運
転
免
許
証
作
成
用
イ
ン
ク
リ
ボ
ン

一
箱
当
た
り
十
五
万
四
千
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

四
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第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

四
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令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


